
災害時における住民の不安解消へ 

河南町と大阪司法書士会が協定締結 
 

河南町は２７日（月）、大阪司法書士会と「災害時における被災者相談業務の実施に関する協定」を

締結しました。 

 

 

 

 

 

災害時は、被災した人が不安を抱くことや生活の復興に関する悩みを持つことが多くなることが

予想されます。 

本協定の締結は、災害時、町の要請に基づき、大阪司法書士会から派遣される司法書士に、被災 

者が無料で相談を行えるもので、住民の不安解消と生活の復興に役立つことが期待できます。 

 

※協定書：別紙のとおり 

  

■ 「災害時における被災者相談業務の実施に関する協定」とは 

ニュースリリース 

（報道関係各位） 

【本件に対する問い合わせ】 

〒５８５-８５８５ 大阪府南河内郡河南町大字白木１３５９－６ 総合政策部 危機管理室 

☎０７２１-９３-２５００ FAX：０７２１-９３-４６９１ 

担当者：木矢,浅田 メールアドレス：kikikanri @town.kanan.osaka.jp 

 

 

令和５年３月２７日 

河南町役場 

総合政策部秘書企画課 

 








